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自己株式の処分における処分株式数の確定に関するお知らせ

  平成 16年 7月 9日開催の当社取締役会において、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロッ
トメントによる売出しと同時に決議いたしました第三者割当てによる自己株式の処分に関し、割当先で

ある日興シティグループ証券株式会社より処分予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありま

したので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(１) 処分株式数（最終）  8,000,000株
（処分予定株式数 8,000,000株）

(２) 処分価額の総額（最終）  3,560,320,000円
1株につき 445.04円

(３) 申込期日 平成 16年 8月 31日
(４) 払込期日 平成 16年 8月 31日

【ご参考】

１．第三者割当てによる自己株式の処分は、平成 16年 7月 9日開催の当社取締役会において決議された

ものであります。その内容等につきましては、平成 16年 7月 9日付の「自己株式の処分及び株式の

売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

２．今回の自己株式の処分による自己株式数の推移

現在の自己株式数（平成 16年 8月 20日現在） 8,465,462株
処分株式数 8,000,000株
処分後の自己株式数 465,462株

以上


